


平成２３年８月２５日
厚生労働省老健局振興課

被災地における介護等のサポート拠点に係る取組（２）
～ 平田地区サポートセンター（岩手県釜石市） ～

厚生労働省では、東日本大震災の被災地の仮設住宅における高齢者等の安心した日
常生活を支えるため、総合相談、居宅サービス、生活支援サービス、地域交流などの
総合的な機能を有する「サポート拠点」の設置・運営を推進しており、実際の取組事
例を順次ご紹介しています。

今回（第２回）は、岩手県釜石市において開設された平田地区サポートセンターを
ご紹介します。

・・・・・・・・・・・・ サポート拠点の概要 ・・・・・・・・・・・・・

（１）基本情報
名 称 ： 平田地区サポートセンター
開設場所 ： 釜石市平田総合公園仮設住宅内（釜石市大字平田第５地割）
開 設 日 ： 平成２３年８月１０日

（総合相談支援以外は８月末以降から開始予定）
機 能 ： 総合相談支援、デイサービス、訪問介護、訪問看護、診療機能、

生活支援サービス、地域交流
施設概要 ：

延床面積 ３１７㎡
（構成）

集会室（133.17㎡）事務室（9.82㎡）、生活相談コー
ナー（5.39㎡）、診療室（24.67㎡）、厨房（18.75㎡）、
多目的ルーム（19.77㎡）、浴室（一般、介助用）、便所
（男女別、多目的及び子供用）、会議室

人員体制 ： 生活支援員（介護福祉士、看護師）
日中２名、夜間１名（今後拡充予定）
※ 地元の介護福祉士等を採用予定

（２）主な特色
写真（上）サポートセンター外観、（下）集会室

（サポートセンターについて）
○ 釜石市では、仮設住宅入居者の孤立や要介護度の悪化を防止するとともに、

高齢者が気軽に訪れることのできる「居場所づくり」を目指し、「平田地区サ
ポートセンター」を開設。

○ 仮設住宅地の中心部に、総合相談、デイサービス、地域交流、診療機能等の
機能を有する、総合的なサービス拠点として整備。

○ 平田地区サポートセンターでは、ケアコールシステムを活用して２４時間体
制での見守りを支援。

○ サポートセンターの運営主体は、民間事業者（株式会社ジャパンケアサービ
ス東日本）。

○ 総合相談支援においては、介護保険の申請方法、健康相談、高齢者等の見守



りに関する相談、仮設住宅の環境に関する相談等幅広く相談に応じている。
○ 釜石市において従来より、保健師等の職員を配置して保健・医療・福祉・生

涯学習等に関するサービスを行う生活応援センターを設置しており、サポートセ

ンターとの連携を図ることとしている。

（仮設住宅について）
○ この地区の仮設住宅は、東京大学高齢社会総合研究機構と岩手県立大学の提

案を受け、高齢者の孤立防止や地域との交流に配慮した「コミュニティケア型」
の仮設住宅を建設した。

○ 「コミュニティケア型」の仮設住宅では、
・ 居室を玄関向かい合わせに配置
・ テーブルやいすを並べて交流の場として使

えるウッドデッキを配置
するなどの特徴があり、入居者同士が顔を合わせ
る機会が増えるよう工夫されている。

○ この地区の仮設住宅地には、サポートセンター
のほか、

（上）ウッドデッキイメージ

・ 仮設店舗（スーパー、小売店舗）
・ バス停、バス待合所
・ 子育てゾーン

などが配置される予定となっており、仮設住宅入居者の生活に資する機能を一
体的に整備している。

（３）周辺の仮設住宅の状況
○ 釜石市平田総合公園仮設住宅

戸 数 278戸
入居者数 580人（予定）
※ケアが必要な高齢者等について、他の仮設住宅からの転入も想定されている。

平田地区サポートセンターは、総合相談、介護サービス、診療機能、生活
支援等の機能を有する総合的拠点として、平田総合公園仮設住宅地内に開設
されました。

同地区では、東京大学社会総合研究機構及び岩手県立大学と連携し、仮設
住宅地の設計段階から、サポートセンター等を一体的に整備することで、地
域包括ケアの実現を目指した仮設住宅地が形成されています。

このように、仮設住宅地を１つの“まち”と捉え、一体的な整備を行うこ
とで、仮設住宅入居者の方々への快適で安心した日常生活の提供に資すると
ともに、復興後のまちづくりを見据えた取組として、参考となる取組である
と考えています。






